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第 ７ 回 第 １ 農 地 部 会 議 事 録 

 

 

日      時   平成３０年７月１８日（水）午前１０時００分 

 

場      所   津市水道局 ２階 大会議室 

 

出 席 部 会 委 員   2 太田
お お た

 義
よし

政
まさ

・3 坂倉
さかくら

 行光
ゆきみつ

・4 田村
た む ら

 明
あきら

・5 前川
まえかわ

 洋子
よ う こ

 

8 喜多
き た

 義幸
よしゆき

・10川口
かわぐち

 邦
くに

次
じ

・11横山
よこやま

 帛生
は く お

・12淺生
あ さ お

 哲也
て つ や

 

13平井
ひ ら い

 秀
ひで

次
つぐ

・21坂野
さ か の

 大徹
だいてつ

・24川邊
か わ べ

 千秋
ち あ き

 

 

                                  以上１１名 

 

欠 席 委 員   1 太田
お お た

 泰弘
やすひろ

・9 石井
い し い

 康宏
やすひろ

・19佐野
さ の

すま子
こ

 

 

出席部会員外委員   会長 守山 孝之 

 

議      長   第１農地部会長 喜多 義幸 

 

事 務 局 職 員   藤井事務局長・長谷川次長・竹田主査 

 

     

総 合 支 所   河芸：倉田主事補 美里：向出主査 安濃：北角担当主幹  

芸濃：清水主査 香良洲：中山担当主幹 

 

議 事 録 署 名 者   10川口
かわぐち

 邦
くに

次
じ

・11横山
よこやま

 帛生
は く お

 

 

 

事      項 

 

報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

報告第２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

報告第３号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出について 

報告第４号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（所有権移転） 

報告第５号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（賃貸借権） 

報告第６号 時効取得による所有権の移転について 

  

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（所有権移転） 

議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について 

議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（所有権移転） 

議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（賃貸借権） 

議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（使用貸借） 

議案第６号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積計画の決定に

ついて（別冊） 
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議   事   の   大   要 

 

 

議  長   それでは第７回第１農地部会を開催させていただきます。 

      本日の欠席は１番の太田泰弘委員、９番の石井康宏委員、１９番の佐野すま

子委員３名です。出席委員は１１名です。 

それでは、議事録署名者を私の方から指名させていただきます。１０番川口

邦次委員、１１番横山帛生委員よろしくお願いします。 

まず始めに、会長の専決等の報告事項に入ります。報告第１号から第６号ま

で、事務局から一括して報告をお願いします。 

 

事 務 局   それでは説明をさせていただきます。説明は座って失礼をいたします。 

議案書の１ページから２ページをお願いいたします。 

報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について、でございま

す。 

       番号１から１２で、合計件数は１２件、合計面積はいずれも田で３５，９３

２㎡でございます。 

       これらにつきましては、農地の賃貸借を、貸人、借人、双方の合意により解

約したものであります。 

  

       ３ページから５ページをお願いいたします。 

報告第２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について、でござい

ます。 

       番号１から４で、合計件数は４件、合計面積は２３，３７３.１㎡で、その内

訳は田が１７，０３２㎡、畑が６，００７.２２㎡、その他が３３３．８８㎡で

ございます。 

       これらにつきましては、相続の届出でございます。なお、現況地目が宅地に

なっているところは、無断転用の可能性がありますので、届出人に対して指導

しております。 

 

       ６ページをお願いいたします。 

報告第３号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出についてでござい

ます。 

       番号１、長屋住宅用地 

       番号２、３、４、５、一般個人住宅用地 

       合計件数は５件、合計面積は２，４２２．５６㎡で、その内訳は田が９２０

㎡、畑が１，５０２．５６㎡でございます。 

  

       ７ページから８ページをお願いいたします。 

報告第４号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（所有権

移転）でございます。 

       番号１、デイサービス施設用地 

       番号２、宅地分譲用地 

       番号３、４、駐車場用地 

       番号５、宅地分譲用地 
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       番号６、駐車場用地 

       番号７、資材置場用地 

       番号８、集合住宅用地 

       番号９、アパート・駐車場・駐輪場用地 

       番号１０、太陽光発電施設用地 

       番号１１、一般個人住宅及び倉庫用地 

      でございます。 

       合計件数は１１件で、合計面積は１１，７９７．９１㎡、この内訳は田が

６，４２７㎡、畑が５，３７０．９１㎡でございます。 

  

       ９ページをお願いいたします。 

報告第５号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（賃貸借

権）でございます。 

       番号１、有料老人ホーム施設用地 

でございます。 

       件数は１件で、面積は田で３，２３２㎡でございます。 

 

       １０ページをお願いいたします。 

報告第６号 時効取得による所有権の移転について、でございます。 

       番号１、権利者     、申請地は畑で面積が１０２㎡、取得年月日は昭

和５０年１１月１日でございます。 

       番号２、権利者     、申請地は畑で面積が１９９㎡、取得年月日は平

成７年３月２９日でございます。 

       番号３、権利者     、申請地は畑で面積が１５５㎡、取得年月日は平

成７年３月２９日でございます。 

       これらの案件につきましては、いずれも権利者は当該土地を２０年以上にわ

たり自己の所有地として維持管理しており、取得時効が成立しています。 

       以上、合計件数は３件、合計面積はいずれも畑で４５６㎡でございます。 

 

       報告案件につきまして、以上で説明を終わります。よろしくお願いいたしま 

す。 

 

議  長   事務局より報告があったとおりでございますので、よろしくお願いします。 

       それでは、議案事項に入ります。 

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（所有権移転）事

務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   １１ページから１２ページをお願いいたします。 

       議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（所有権移転）、

でございます。 

       番号１、地区 栗真 外、受人     、面積 １８，３３１．１７㎡ 

渡人     、面積 １，９８８㎡ 申請地 栗真小川町山脇    、台

帳地目・現況地目とも田、面積 ３６２㎡ 外２筆、合計面積 １，９８８

㎡。 

       これにつきましては、受人は、遠方のため離農する渡人から申請地を譲り受

け、営農を拡大するものです。 
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       番号２、地区 一身田、受人     、面積 ２２０，０９７．４㎡、渡

人     、面積 ８，４４８㎡ 申請地 一身田豊野たノ坪    、台

帳地目・現況地目とも田、面積 １，５２７㎡ 外４筆、合計面積 ７，５３

６㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人に要望をし、申請地を譲り受け、営農を

拡大するものです。 

 

       番号３、地区 一身田、受人     、面積 ４４，４００㎡、渡

人     、面積 ４４，４００㎡、申請地 一身田町七ノ坪    、台

帳地目・現況地目とも田、面積 １１９㎡。 

       これにつきましては、申請地に隣接する受人の    である田が、    

 に伴い、補てんするため代替地として取得しようとするものです。 

        

       番号４、地区 櫛形、受人     、面積 ９３，５３７．２㎡、渡

人     、面積 ４，５５５㎡ 申請地 安東町木若    、台帳地

目・現況地目とも畑、面積 ４１７㎡。 

       これにつきましては、受人は、労力不足により営農を縮小する渡人から申請

地を譲り受け、営農を拡大するものです。 

  

       番号５、地区 雲出、受人     、面積 １２９，５９３．２㎡、渡

人     、面積 ３０９㎡ 申請地 雲出長常町八幡    、台帳地

目・現況地目とも畑、面積 ３０９㎡。 

       これにつきましては、受人は、遠方のため離農する渡人から申請地を譲り受

け、営農を拡大するものです。 

  

       番号６、地区 豊津、受人     、面積 ７，３６６㎡、渡

人     、面積 ５０５㎡ 申請地 河芸町一色石橋    、台帳地

目・現況地目とも田、面積 ５０５㎡。 

       これにつきましては、受人は、労力不足のため離農する渡人から申請地を譲

り受け、営農を拡大するものです。 

  

       番号７、地区 村主、受人     、面積 １５，３２４．６５㎡、渡

人     、面積 ５，８９８㎡ 申請地 安濃町光明寺石ノ下    、

台帳地目・現況地目とも畑、面積 １６５㎡ 外１筆、合計面積 １９７㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人に要望をし、申請地を譲り受け、営農を

拡大するものです。 

  

       番号８、地区 安濃、受人     、面積 ２３５，９６７㎡、渡

人     、面積 ８０３㎡ 申請地 安濃町安濃天伯    、台帳地

目・現況地目とも田、面積 ４６０㎡。 

       これにつきましては、受人は、高齢化による労力不足の渡人から申請地を譲

り受け、営農を拡大するものです。 

  

       番号９、地区 明合、受人     、面積 ２８，４２９㎡、渡

人     、面積 １，１９２㎡ 申請地 安濃町田端上野瀬戸
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野    、台帳地目・現況地目とも田、面積 ３８０㎡。 

       これにつきましては、受人は、高齢による労力不足の渡人から申請地を譲り

受け、営農を拡大するものです。 

  

       以上、件数は９件、合計面積は、１１，９１１㎡、このうち田が１０，９８

８㎡、畑が９２３㎡でございます。 

       これら案件につきまして、全部効率利用要件、農作業常時従事要件、下限面

積要件、地域との調和要件など、農地法第３条第２項各号には該当しないた

め、許可要件のすべてを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局の説明が終わりました。地元委員の意見を伺います。番号１番。      

 

坂野委員   ２１番、坂野です。７月４日に地元推進委員と確認に行ったところ、問題な

しということで、報告をさせていただきます。 

 

議  長   はい、ありがとう。番号２番。 

 

田村委員   ４番、田村です。７月１１日に地元推進委員と現地確認をいたしました。事

務局の説明どおりで特に問題ありませんので、よろしくお願いします。 

 

議  長   はい、ありがとう。番号３番。 

 

田村委員   ４番、田村です。これも７月１１日に地元推進委員と現地確認を行いまし

た。これについても、特に問題ありませんので、よろしくお願いします。 

 

議  長   はい、ありがとう。番号４番。 

 

前川委員   ５番、前川です。７月１３日に地元推進委員と連絡をとり、特に問題ないと

いうことですので、事務局の説明どおり、特に問題ないと思いますので、よろ

しくお願いします。 

 

議  長   はい、ありがとう。番号５番。 

 

事 務 局   本日は１番の太田委員がご欠席でございますが、事前に、隣接地区を担当す

る地元推進委員に確認をいただいて、問題なしということを報告受けておりま

すので、ご報告いたします。 

 

議  長   はい、ありがとう。番号６番は私の地区で、地元推進委員も別に問題ないと

いうことですし、事務局の説明のとおりで問題ないと考えております。よろし

くお願いします。番号７番。 

 

平井委員   １３番、平井です。７月９日に現地確認を行いました。地元推進委員も問題

なしというとこで、事務局の説明どおり、何も問題ないと考えています。 

 

議  長   はい、ありがとう。番号８番。 
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淺生委員   １２番、淺生です。地元推進委員も問題なしということで、よろしくお願い

します。 

 

議  長   はい、ありがとう。番号９番。 

 

淺生委員   １２番、淺生です。地元推進委員も問題なしということで、よろしくお願い

します。 

 

議  長   地元委員さんからは、異議のない旨の発言がありました。皆さんいかがでし

ょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞   

         

議  長   それでは異議なしと認め、議案第１号については、許可することに決定いた

します。次に議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について 

      事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   １３ページをお願いいたします。 

       議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について、でござい

ます。 

       番号１、地区 櫛形、申請者     、申請地 殿村井尻    、台帳

地目 畑、現況地目 山林、面積 １４１㎡。 

       これにつきましては、申請地を植林用地とするものですが、昭和５０年ごろ

から、労力不足により耕作できなくなり、その後４０年以上放置された結果、

荒廃し、木々が生い茂った状態となっており、始末書の提出がありますことか

ら、これを追認しようとするものです。農地区分は、第２種農地と判断されま

す。 

  

       番号２、地区 高茶屋、申請者     、申請地 高茶屋小森町竹

縄    、台帳地目 田、現況地目 雑種地、面積 ４４０㎡。 

       これにつきましては、申請地をコンテナ置場用地とするものですが、平成２

８年４月から駐車場及びコンテナ置場用地として使用されており、所有者から

始末書の提出があります。 

       なお、当案件につきましては、平成３０年４月１８日に所有権移転で許可さ

れましたが、平成３０年６月部会において、事業計画の変更を理由に許可取消

願が承認された案件でございます。 

       また、事業計画としましては議案第３号の番号１０で許可を受けようとする

案件に関連するもので、２筆であった土地を今回４筆に分筆し、筆ごとに転用

許可を得ようとするものです。農地区分は、第３種農地と判断されます。 

   

       番号３、地区 大里、申請者     、申請地 大里睦合町大

掛    、台帳地目 畑、現況地目 畑・宅地、面積 １，９８３㎡のうち

８９８㎡。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地、一般個人住宅用地とす

るものですが、一般個人住宅用地については、昭和５０年に住宅を建築した際

に一部当該農地へ越境しているため、所有者から始末書が提出されており、こ
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れを追認しようとするものであり、太陽光発電施設用地については、新規に許

可を得ようとするものです。 

       パネル設置面積は、４９９㎡、設置率は、転用面積の６２％になります。農

地区分は、第３種農地と判断されます。 

 

       番号４、地区 草生、申請者     、申請地 安濃町草生野

端    、台帳地目は畑、現況地目は山林、面積 ２０４㎡。 

       これにつきましては、申請地を植林用地とするものですが、昭和２０年ごろ

から、水はけや日当たりが悪く休耕していたところ、雑木が生え山林化したも

ので、始末書の提出がありますことから、これを追認しようとするものです。 

       なお、当案件は次の番号５及び番号６の案件と隣接したものとなっておりま

す。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号５、地区 草生、申請者     、申請地 安濃町草生野

端    、台帳地目は畑、現況地目は山林、面積 ３２３㎡。 

       これにつきましては、申請地を植林用地とするものですが、昭和２０年ごろ

から、水はけや日当たりが悪く休耕していたところ、雑木が生え山林化したも

ので、始末書の提出がありますことから、これを追認しようとするものです。 

農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号６、地区 草生、申請者     、申請地 安濃町草生野

端    、台帳地目は畑、現況地目は山林、面積 ３２３㎡。 

       これにつきましては、申請地を植林用地とするものですが、昭和２０年ごろ

から、水はけや日当たりが悪く休耕していたところ、雑木が生え山林化したも

ので、始末書の提出がありますことから、これを追認しようとするものです。 

農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       以上、件数は６件で、合計面積は２，３２９㎡、このうち田が４４０㎡、畑

が１，８８９㎡でございます。 

       これら案件につきまして、農地法第４条第６項各号には該当しないため、許

可要件のすべてを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局の説明が終わりました。地元委員の意見を伺います。番号１番。 

       

前川委員   ５番、前川です。７月９日に地元推進委員と現地確認をしまして、事務局の

説明どおり、特に問題ありませんので、よろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとう。番号２番。 

 

事 務 局   こちらも１番太田委員の案件になります。事前に、９日に地元推進委員立会

いのもと、現地確認を実施し、問題ないという報告を受けておりますので、

ご報告いたします。 

 

議  長   ありがとう。番号３番。 

 

坂倉委員   ３番、坂倉です。７月９日に地元推進委員と一緒に、現地確認をしました。
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事務局の説明どおり何も問題ございませんので、よろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとう。番号４、５、６番。 

 

平井委員   １３番、平井です。重複しておりますので一括して申し上げます。７月９日

に現地確認を行いました。地元推進委員も問題なしということでございますの

で、事務局説明どおり、何も問題ないと考えておりますので、よろしくお願い

いたします。 

 

議  長   地元委員さんからは、異議のない旨の発言がありました。皆さんいかがでし

ょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞   

             

議  長   それでは異議なしと認め、議案第２号については、許可をすることに決定い

たします。 

次に議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（所有 

権移転）事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   １４ページから１５ページをお願いいたします。 

       議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（所有権移

転）でございます。 

       番号１、地区 白塚、受人 株式会社     代表取締役     、渡

人      外１名、申請地 白塚町浜新田    、台帳地目・現況地目

とも田、面積 ５２４㎡ 外１筆、合計面積 ７４３㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。 パネル設置面積は、４６０．９２㎡、設置率

は、転用面積の６２％になります。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号２、地区 安東、受人 株式会社     代表取締役    、渡

人     、申請地 長岡町井戸    、台帳地目・現況地目とも畑、面

積 ２１４㎡ 外１筆、合計面積 ４７８㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を放課後

等デイサービス施設用地とするものです。農地区分は、第３種農地と判断され

ます。 

  

       番号３、地区 櫛形、受人     、渡人     、申請地 安東町木

若    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 １９７㎡。 

       これにつきましては、受人が自ら営む土木・建設業用として申請地の隣で使

用している資材置場が手狭になってきたことから、渡人から申請地を譲り受

け、拡張しようとするものです。農地区分は、第３種農地と判断されます。 

 

番号４、地区 櫛形、受人     合同会社 代表社員     、渡

人     、申請地 分部赤坂    、台帳地目・現況地目とも畑、面積

１７１㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。パネル設置面積は、１５０．１５㎡、設置率
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は、転用面積の８７．８％になります。農地区分は、第２種農地と判断されま

す。 

  

番号５、地区 櫛形、受人 株式会社     代表取締役     、渡

人     、申請地 分部五反田    、台帳地目・現況地目とも田、面

積 １，１８８㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。パネル設置面積は、６９９．６㎡、設置率は、

転用面積の５８．８％になります。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

番号６、地区 櫛形、受人     、渡人     、申請地 分部五反

田    、台帳地目・現況地目とも田、面積 １，１７５㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。パネル設置面積は、６９９．６㎡、設置率は、

転用面積の５９．５％になります。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

番号７、地区 櫛形、受人     、渡人     、申請地 分部五反

田    、台帳地目・現況地目とも田、面積 １，４３８㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。パネル設置面積は、６９９．６㎡、設置率は、

転用面積の４８．６％になります。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号８、地区 櫛形、受人     、渡人     、申請地 産品宮ノ

前    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 １７８㎡ 外１筆、合計面積

３５９㎡。 

       これにつきましては、受人は、隣接する宅地も同時に購入することから、渡

人から申請地を譲り受け、既存宅地が手狭であることから駐車場、物置、進入

路用地とするものです。農地区分は、第３種農地と判断されます。 

  

       番号９、地区 片田、受人     、渡人      外１名、申請地 

片田久保町宮之腰    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 １０１㎡ 外

２筆 合計面積 ２４８㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を受人自

身が隣接地で経営を予定している学習塾の駐車場用地とするものです。農地区

分は、第３種農地と判断されます。 

  

       番号１０、地区 高茶屋、受人     、渡人     、申請地 高茶

屋小森町竹縄    、台帳地目 田、現況地目 雑種地、面積 ４４㎡ 外

１筆、合計面積 ４９８㎡。 

       これにつきましては、申請地を福祉施設用駐車場及びコンテナ置場用地とす

るものですが、平成２８年４月から当目的で既に使用されており、所有者から 

始末書の提出があります。 

なお、当案件につきましては、平成３０年４月１８日に所有権移転で許可さ

れましたが、平成３０年６月部会において、事業計画の変更を理由に許可取消

願が承認された案件でございます。 

       また事業計画としましては議案第２号の番号２で審議された案件に関連する



 10

もので、２筆であった土地を今回４筆に分筆し、筆ごとに転用許可を得ようと

するものです。農地区分は、第３種農地と判断されます。 

  

番号１１、地区 豊津、受人 株式会社     代表取締役     、

渡人     、申請地 河芸町影重浜新田    、台帳地目・現況地目と

も畑、面積 ２２７㎡ 外２筆、合計面積 ８９０㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。パネル設置面積は、４８０．９６㎡、設置率

は、転用面積の５４％になります。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

番号１２、地区 黒田、受人 株式会社     代表取締役     、

渡人     、申請地 河芸町三行高城    、台帳地目・現況地目とも

田、面積 ５９７㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。パネル設置面積は、４８０．９６㎡、設置率

は、転用面積の５０．１％になります。農地区分は、第２種農地と判断されま

す。 

 

番号１３、地区 椋本、受人 株式会社     代表取締役     、

渡人     、申請地 芸濃町椋本小場左馬    、台帳地目・現況地目

とも畑、面積 １，６９７㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を建売分

譲住宅用地とするものです。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

番号１４、地区  香良洲、受人      株式会社  代表取締

役     、渡人     、申請地 香良洲町大新田    、台帳地目 

畑、現況地目 雑種地、面積 ９９１㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものですが、平成２９年１２月１５日から既に一部を造成

してしまったことについての始末書が提出されております。パネル設置面積

は、５２７．０４㎡、設置率は、転用面積の５３．１％になります。農地区分

は、第２種農地と判断されます。 

  

       以上、件数は１４件で、合計面積は１０，６７０㎡、このうち田が５，６３

９㎡、畑が５，０３１㎡でございます。 

       いずれの案件につきましても農地法第５条第２項各号には該当しないため、

許可要件のすべてを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

      

議  長   事務局の説明が終わりました。地元委員の意見を伺います。番号１番。 

       

田村委員   ４番、田村です。７月９日に地元推進委員と現地確認を行いました。事務局

の説明どおりで、問題ないと判断します。 

 

議  長   ありがとうございます。番号２番。 

 

太田委員   ２番、太田です。９日に地元推進委員と現地確認しました。何ら問題ござい
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ません。よろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。番号３番から８番まで。 

 

前川委員   ５番、前川です。３番は７月９日に現地確認しまして、地元推進委員は当日

欠席でしたが、後日、問題ないと連絡ありました。あとは、事務局の説明どお

り、問題ありませんので、よろしくお願いします。４番は７月９日に現地確認

をし、地元推進委員で確認しました。特に問題ないということです。５番から

７番は７月９日に、守山会長、喜多部会長、地元推進委員とで現地確認をしま

して、特に問題ないということです。事務局の説明どおり、問題ありませんの

で、よろしくお願いします。８番は７月９日に地元推進委員と現地確認しまし

て、特に問題ありませんので、事務局の説明どおりです。 

 

議  長   ありがとうございます。番号９番。 

 

前川委員   ５番、前川です。７月９日に現地確認しまして、地元推進委員と確認しまし

て、特に問題ないということですので、事務局の説明どおり問題ありませんの

で、よろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。番号１０番。 

 

事 務 局   こちらも１番太田委員の案件になります。事前に、９日に地元推進委員で立

会いのもと、現地確認を実施し、問題ないとの報告を受けておりますので、ご

報告をいたします。 

 

議  長   番号１１番。これは私の地区ですが、地元推進委員も別に問題ないというこ

とで、事務局の説明のとおりですので、よろしくお願いします。 

 

議  長   番号１２番、これも私の地区ですが、地元推進委員も別に問題ないというこ

とで、事務局の説明のとおりでございます。番号１３番。 

 

川口委員   １０番、川口です。９日に会長も出席いただきまして、地元推進委員に現地

確認をしていただきました。別に、説明どおり問題はないということではござ

いますが、この場所は、住宅地と農用地と背中合わせのような場所でございま

すので、農業の方と住宅の方とでいろんな意見も、今後出る可能性があるかも

しれませんが、この案件に関しては別に意義はありません。 

 

議  長   ありがとうございます。番号１４番。 

 

事 務 局   こちらも１番太田委員の案件になります。事前に、９日に地元推進委員の立

会いのもと、現地確認を実施し、問題ないとの報告を受けておりますので、ご

報告をいたします。 

 

議  長   はい、ありがとうございます。地元委員さんからは、異議のない旨の発言が

ありました。皆さんいかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞   
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議  長   はい、ありがとうございます。それでは異議なしと認め、議案第３号につい

ては、許可をすることに決定いたします。 

次に議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について      

（賃貸借権）事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   １６ページをお願いいたします。 

       議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（賃貸借

権）でございます。 

  

       番号１、地区 雲出、借人     、貸人     、申請地 雲出長常

町上段々    、台帳地目 畑、現況地目 雑種地、面積 １３８㎡。 

       これにつきましては、借人が近接地で自ら営む自動車販売業用として、貸人

との間に５年間の賃貸借権を設定し、申請地を車両置場用地とするものです

が、平成２８年４月から駐車場として利用されており、始末書が提出されてい

ます。農地区分は、第３種農地と判断されます。 

 

 番号２、地区 長野、借人 合同会社     代表社員     、貸

人     、申請地 美里町平木野副    、台帳地目・現況地目とも

田、面積 １，３９２㎡。 

       これにつきましては、借人は、貸人との間に２０年間の賃貸借権を設定し、

申請地を太陽光発電施設用地とするものです。パネル設置面積は、３５３．６

６㎡、設置率は段差があり設置不可能な場所があるため、転用面積の２３．

８％になります。 

 

 以上、件数は２件、合計面積は１，５３０㎡、このうち田が１，３９２㎡、

畑が１３８㎡でございます。 

       この案件につきまして、農地法第５条第２項各号には該当しないため、許可

要件のすべてを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。    

 

議  長   事務局の説明が終わりました。地元委員の意見を伺います。番号１番。 

       

事 務 局   こちらも１番太田委員の案件になります。事前に、９日に地元推進委員立会

いのもと、現地確認を実施し、問題ないとの報告を受けておりますので、ご報

告をいたします。 

 

議  長   はい、ありがとうございます。番号２番。 

 

横山委員   １１番、横山です。７月９日に守山会長、喜多部会長にご出席いただきまし

て、事務局支所職員、地元推進委員とともに現地確認を行いました。設置業者

は来ませんでしたけれども、貸人が立会いのうえ、確認しました。隣接する土

地はすでに太陽光の施設になっておりまして、その延長でもありますので、事

務局の説明どおり、問題ないと思います。よろしくお願いします。 

 

議  長   地元委員さんからは、異議のない旨の発言がありました。皆さんいかがでし

ょうか。 
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部会委員   ＜一同 異議なし＞   

             

議  長   それでは異議なしと認め、議案第４号については、許可をすることに決定い

たします。 

       次に議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について      

（使用貸借）事務局の説明をお願いします。 

  

事 務 局   １７ページをお願いいたします。 

       議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（使用貸 

借）でございます。 

  

       恐れ入りますが、訂正をお願いいたします。番号２の右端「施設の概要」欄 

でございますが、一番右が「農業用」で切れてしまっておりますので、これを

農業用倉庫としていただきますようお願いいたします。申し訳ございませんで

した。 

       それでは、番号１、地区 神戸、借人     、貸人     、申請地 

 神戸大木    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ７６３㎡。 

       これにつきましては、借人は、貸人との間に永年間の使用貸借権を設定し、

申請地を農家住宅用地とするものです。農地区分は第３種農地と判断されま

す。 

  

       番号２、地区 大里、借人     、貸人     、申請地 大里窪田

町明星垣内    、台帳地目 畑、現況地目 宅地、面積 １３５㎡ 外１

筆、合計面積 ２２０㎡。 

       これにつきましては、借人は、貸人との間に永年間の使用貸借権を設定し、

申請地を一般個人住宅・駐車場・農業用倉庫用地とするものです。 

       なお、農業用倉庫については既に建設されておりますが、自己の所有地に自

己の農業用倉庫を建設する場合、農地法施行規則第２９条の規定により、許可

が不要となるもので、このたび当該申請により許可を得ようとするものです。

農地区分は第３種農地と判断されます。 

  

       以上、件数は２件で、合計面積は畑で９８３㎡でございます。いずれの案件

につきましても、農地法第５条第２項各号には該当しないため、許可要件のす

べてを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局の説明が終わりました。地元委員の意見を伺います。番号１番。 

 

前川委員   ５番、前川です。７月９日に地元推進委員と現地確認をしました。事務局の

説明どおり、特に問題ないと思いましので、よろしくお願いします。 

 

議  長   番号２番。 

 

坂倉委員   ３番、坂倉です。７月９日に地元推進委員と一緒に現地確認しました。特に

問題ございませんので、事務局の説明どおりでありますので、よろしくお願い

します。 
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議  長   地元委員さんからは、異議のない旨の発言がありました。皆さんいかがです

か。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞   

       

議  長   それでは異議なしと認め、議案第５号については、許可をすることに決定い

たします。 

       次に別冊でお配りしました、議案第６号 農業経営基盤強化促進法 第１８

条の規定による農用地利用集積計画の決定についてです。事務局の説明をお願

いします。 

 

事 務 局   議案第６号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積

計画の決定について、でございます。 

  

       資料の２枚目、農用地利用集積計画地区別集計表をご覧ください。各地区別

に、下の合計欄で説明をさせていただきます。 

       まず、津地区をご覧ください。田の賃貸借、使用貸借で３１，２５７㎡、畑

の使用貸借で８，５７９㎡、契約件数は１８件でございます。 

       河芸地区につきましては、田の賃貸借で２，１１８㎡、契約件数は１件でご

ざいます。 

       安濃地区につきましては、田の賃貸借で８，５２４㎡、契約件数は２件でご

ざいます。 

       芸濃地区、美里地区、香良洲地区につきましては、契約はございませんでし

た。 

       以上、合計で田の集積が、賃貸借、使用貸借を合わせて４１，８９９㎡、畑

の集積が、使用貸借で８，５７９㎡、合計契約件数は２１件、合計面積は５

０，４７８㎡となっております。 

  

次に認定農業者への集積状況でございます。 

       地区別の認定農業者への集積は津地区３件、河芸地区１件、安濃地区１件で

合計５件、合計面積は１８，４１１㎡でございます。 

       なお、認定農業者への集積率は、件数で２３．８％、面積で３６．５％とな

っております。 

  

       今回提出させていただきました利用集積計画につきましては、農業経営基盤

強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えます。 

 

       次に、３枚目からの「農用地利用集積計画の概要」でございますが、今回の

利用集積計画のうち、農業委員会等に関する法律第３１条の議事参与の制限に

該当します案件がございますので、ご審議いただくにあたりまして、ご配慮い

ただきますようよろしくお願いします。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   説明が終わりました。始めに、農業委員会等に関する法律第３１条の議事参

与の制限に該当する案件について、ご審議をお願いします。 

       まず、整理番号１４についてです。 
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    委員、一時退室をお願いします。 

        

       ＜ 退  室 ＞ 

               

議  長   この件について、皆さんいかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞  

 

議  長   ありがとうございました。入室してください。 

             

       ＜ 入  室 ＞ 

       

議  長   次に、整理番号２、ほか３件の    に関する分についてです。 

    委員、一時退室をお願いします。 

               

       ＜ 退  室 ＞ 

               

議  長   この４件について、いかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞    

 

議  長   ありがとうございました。入室してください。 

             

       ＜ 入  室 ＞ 

       

議  長   それでは、議事参与の制限に該当しない案件につきまして、ご審議をお願い

します。皆さんいかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞    

 

議  長  それでは議案第６号について、すべて適正であると認め、市長に進達      

することにいたします。 

 

       以上で、部会に付議されました案件の審議はすべて終了いたしました。 

第７回第１農地部会を終了いたします。 

  

       

                                午前１１時２７分 

 

 

上記は、第７回第１農地部会の議事を録したものである。 

 

  平成３０年７月１８日 

 

                     議事録署名者              

  

                     議事録署名者              


